
 

 

 

 

選 択 約 款 変 更 届 出 書 
 

 

 

営 計 発  第 ５ 号 

平成 28 年 １ 月 13 日 

 

 

経済産業大臣 林 幹雄 殿 
 

 

高松市丸の内２番５号 

四 国 電 力 株 式 会 社 

取締役社長 佐 伯 勇 人 

 

 

 

 次のとおり選択約款を変更したので，電気事業法第 19 条第 12 項の規定により届け出

ます。 

 

 

変 更 の 内 容 別紙に記載のとおりであります。 

実 施 期 日 平成 28 年２月１日 

 

 

 

 



別 紙 

 

 

 

 

 

ピークシフト型時間帯別電灯 
 

 

（選択約款） 

 

 

平成 28 年２月１日実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国電力株式会社 









































 

 

 

電気事業法施行規則第 26 条第２項の規定に基づく添付書類 
 

 

 

 

１ 変更を必要とする理由 
 

 

２ 選択約款の変更の内容 
 

 



 

 

１ 変更を必要とする理由 
 

 

 

 当社は，電気供給約款が平成 28年１月 13 日届出により変更となったことにともない，

この選択約款についても変更することといたしました。 

 また，平成 28 年４月の電力小売全面自由化の開始にあわせ，お客さまにお選びいただ

ける電気料金メニューの見直しを行なった結果，平成 28 年４月１日以降この選択約款の

新規適用は行なわないことといたしました。 

 つきましては，電気事業法第 19 条第 12 項の規定にもとづき，ここに平成 27 年２月 18

日届出のピークシフト型時間帯別電灯（選択約款）の変更を届け出る次第であります。 

 



 

 

２ 選択約款の変更の内容 
 

 

 

 電気供給約款の変更および平成28年４月１日以降この選択約款の新規適用は行なわな

いこととしたことにともない，この選択約款の供給条件に対し必要となる変更を行ない

ました。 
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